
書式第 12号 (法第 28条関係 )

2022年度 (令和4年度)事  業 報 告 書
令和4年 1月 1日 から令和4年 12月 31日 まで

特定非営利活動法人 プラネットカナール

1 事業の成果
非営利活動対象 ボランティア配送作業支援事業のSUDACHI(児童養護施設卒園生の巣立ち応援)プ ロジェクト
では2022年 2月 には15施設54人にひとり暮らし用家電・家具を届け、2023年 2月 15施設44名 に贈呈するのため
に活動してきた。応援している岐阜SUDACHIプ ロジェクトでも3月 に贈呈式を実施できたが、家電を集めるの
が難しく課題となっている。現在の運営を理解する人を少しでも増やそうとオンラインによる説明会を開
始、少しずつ文書化も進んでいる。3年ぶりのプラネットカナール主催のハイブリッド講演会を実施し、オ
ンライン含め約 120名 が参加、当事者の個人の物語を通じて地域の啓もう、ボランティアのモーティベーシ
ョンもあがった。活動を全国に広めるためのガイ ドや実務マニュアルはプロボノの協力で第一版 ドラフト完
成、今後、他地域でSUDACHIプロジェクト立ち上げ応援に活用していく。弱点である引取体制強化のために|
手当等も決めたがまだ効果は出ず、活動に必須である保管場所確保のための検討も進まなかった。会員管|
理。年会費寄付管理のシステム化は進まなかった一方、贈呈先決定や配送準備のためにシステムを改善でき|
た。海外の子どもたちのための低炭素 。低価格・スロー配送サービス事業のスタディーは未実施。次年度州
の課題は、体制の若返り、運営を理解する人を増やすこと、保管場所や人を確保し安定的に運営していくた|
めに、行政により多くを支援していただく方策を検討していくこと等である。              |
2 事業の実施に関する事項                                   |
(1)特定非営利活動に係る事業                                 |
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非営利活動対象

ボランテ ィア

配送作業支援事

業

SUDACHI(児童養護施設卒園

生の巣立ち応援)プロジェ
ク トの活動をよリシステム

を活用し標準化し持続 し、

他地域への横展開も模索す

る。

寄贈品

・受付引取保管

通年随時

登録

4月 ～9月

。カタログ制作

8月 ～ 11月

・申込受付

/抽選割当

11月 ～ 1月

・クリーニング

/配送準備

10月 ～2月

・配送/贈呈式

2月

・寄贈者宅

/保管場所

。保管場所

・リモー ト

/事務所

・保管場所

。児童養護施設

。引取 延100名

(2名 ×50回 )

・延120名

20名

5名

・延100名

・延 100名

15

児童養護施設

贈呈品受取人

施設卒園生

15施設54名

1,461

(除 .減価償却

645,344)

2,106

(含 減価償却

645,344)

非営利活動対象

低炭素・低価

格・スロー配送

サービス事業

(調査研究)ア ジアの子供
を支援している宗教団体や

企業、NPO/N00な どを訪間
し、アジアの困難な状況に

いる子ども達のニーズの理

解に努め、海外支援のノウ
ハウを学ぶとともに、海外

貿易 。物流のスタディーを

開始する

調査・研修

通年

随時

事務所

ノウハウ提供

企業や団体
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2022年度  計算書類の注記 事 業 報 告 用

特定非営利活動法人 プラネットカナール

重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準 (2010年 7月 20日 、2017年 12月 12日 最終改正 NPO法人会計
基準協議会)に よっています。

(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当ありません。

(2)固定資産の減価償却の方法
車両運搬具および什器備品の減価償却は定率法によっています。

(3)引 当金の計上基準
該当ありません。

(4)施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
該当ありません。

(5)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込処理によっています。

事業別損益の状況
単一事業のため、活動計算書に記載しています。

施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

該当ありません。

使途等が制約された寄附金等の内訳

該当ありません。

5.固 定資産の増減内訳
円 )

借入金の増減内訳
該当ありません。

役員及びその近親者との取引の内容

該当ありません。

その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために

必要な事項

事業費と管理費の按分方法

事業活動に直接関連 しない事務運営上の経費を管理費に計上しています。

その他の事業に係る資産の状況

該当ありません。
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有形固定資産

車両運搬具

什器備品

無形固定資産
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書式第 1号 (法第 10条 。第 23条関係 )
設立・役員変更用

年度年間役員名簿 (前事業年度において役員であつたことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

特定非営利活動法人プラネットカナール

1 確認事項 (法第 20条及び第 21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係 )
□各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係 )

2 役員一覧

役 名
(どちらかに○)

(フ リガナ )
報酬の有無
(どちらかに○)

役職名等
氏   名

1
理事
o

イ トウ ユキコ

有 。①
伊 藤 雪 子

2
⌒

鰹3)監事
tt=-/ I t-",

有 。①
大 西 健 之

3

〇
監事

キクチ ユ ミコ

有 。①
菊 池 由美子

4 監事

ケヤキ マ リカ

(キ クチ マ リカ)

有 。①槻 真梨香
(旧姓 菊池 真梨香)

5 〇
監事

サ トウ タカン

有(D
佐 藤 喬

6 〇
監事

スズキ クニアキ

有 。① 理事長

鈴 木 邦 明

7 〇
監事

タカハシ ユタカ

有 。①
高 橋 豊

8 o監
事

タナカ キヨシ

有 。①
田 中 潔

9 〇
監事

テラモ ト マサヒコ

有〈∋
寺 本 正 彦

10 監事

ワタナベ リョウジ

有 。①
渡 辺 良 次



書式第 4号 (法第 10条 。第 28条関係 )
設立 口事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿)

令和 4年 12月 31日 現在

特定非営利活動法人プラネットカナール

氏    名

1
鈴 木 邦 明

2
阿 部 陽 子

3 伊 藤 雪 子

4
大 西 健 之

5
菊 池 由美子

6
小 玉 マ ヤ

7
佐 藤 喬

8 高 橋
豊

9
田 中 潔

10
中 根 桂 子



11
平 尾 澄 子

12
町 井 里 美

13
渡 辺 良 次


